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∫不確 実性 の 時代 といわ れ る現 代 、哲 学 にお い て も古来 か ら現 代 に到 る多数 の哲学 が、 同等 の権 利 を主

張 しつ つ乱 立 し、哲学 の選 択 は恣 意 に委 ね られ てい るかの如 き観 があ る。 この よ うな状 況 下 にあ って、

我 々は 「何が真 実 な のか ⊥がわか らぬま ま に、 極め て不安定 な立 場 にい る こ とに気 づ くの で あ る。 この

場 合、.既存 の 学説 を無 批判 に信奉 して みて も所詮 一時 の 気休 め を得 る だけ で あ り、何 よ りもそれ は真 に

哲学 的 な 態度 では な い と考 え られ る。

古来 、 ζの よ うな 問題状 況 が生 じた時 には 、諸学(と りわげ既 存 の哲 学 や科学)の 拠 って立 っ基 盤 を

再 吟味 し、・そ ζに鵬 か の鞠 を試 み る とい う、励 ゆる学 問論 的反 省 ω が試 み られ た と考 え られ る(

プ ラ トン,デ カ々 ト フッサ ール等)。 そ して、 ま さに カ ン トにお い て、 学 問論 的反 省 に端 を発 し、.超越

論 的観 念論 を建 設 す る とい う雄大 な構 想 を見 ることカミで きるで あ ろ う。 そ の場 合 、・カ γ トを取 り巻 い て

い燗 題状況は、 「無関心蟻 」A.x!2)で あった.そ してここには、形而上学鵬 中模索であるという
ロ

ヵ ン トに とって 由 々し き問題 が 存 して い た。 この よ.うな状 況把握 、に基 い て、 カ ン ・トは:学の確実 な道 へのi

探 求 を企 図 した もの と考 え られ る。 従 っ て、 この よ うな学 問論 的 反省 とい う観点 か ら カン トの 「批 判'

:Kfit脹der 、rel鈴n・Vernunft」 を論究 す る こ とは 、一 つ の意義 あ る課題 で あ る とい い 得 る で あろ

う。

とはい え、 カン:ト自身 が学 問 論 的反省 を行 って い るに して も、 現代 に生 きて い る我 々に と って、 カン

トの学 説 をその ま ま総 て承 認 で きるか 否 かは 、改 め て問 わ るべ き一つ の課 題 とな るで あ ろ う。 ま さに こ

の よ うな問 題意 識 が持 た れ る場 合 には 、ま ず 「批判 」の 理論 的基 盤 を探 り》更 にそ の基 盤 を再 吟味 す る

こ とに よって 、,それの 現代 的意 義,を解 明す る ことが必 要 となる であ ろ う。 この小 論 は っこの 目的遂行 の

第 一歩 とな るべ きこ どが意 図 され て いるの で あ る。

さて 、今述 べた方 向設 定 を よ り具 体 的 に述 べて み れば 、い わ ゆる 存在論 の変 更(・即 ち、 コペル ニ クス

的転 回)を 、例 え ば 『あ らゆ る綜合 判 断 の最高 原 則 」か ら解 釈 す るとい,うよ うに、 この転 回 をい わば歴
む む 　 　 　 　 ロ

史的 事実 と認 め た上 で 、 カン トを理 解 し よ.うとい う立 場 に立つ ので は な く、 この転 回 を差 し当 た り証 明

を必 要 とす る一 つ の提 案 と考 え、 カ ン トが これ を どの よ うな仕 方 で証 明 したか、 又 その証 明 は 学問論 的

反省 の立場 か ら見 て十分 な正当 性 を持 つてい るか ど うか とい うこ とを 中心 問 題 として考 察 し よ うとい う

の で ある 。そ して 、 この観点 に立脚 して論 を進 め よ うとす る場 合 には 、 先ず カン トの議論 の 前 提 とな る

箇所 を探 し求 め る必 要 が あ る。 次 に、 この小論 で の考 察 の 中心 とな る 「ア プ リオ リ 」という カン トの 中

ゆ 　 う り 　

心 的 概念 を手 掛 り乏 して、 その意 味 規定 を探 る ζ とに よ リ カン ト哲学 につい て の学 問論 的 反 省 を行 ない

たい と考 え る。 ここで も先 ず最 初 に カン ト自身の論 証過 程 を明 らか に し、 そ れか らそれ に つい て考察 吟

味 を行 な うむとに しt〈い 。'.(この小論 では 、.紙数 の制 限上 、 カン トの論 証 過程 を全 て詳論 す る わけ には

い かな い。 従 って 「弁証 論 』「分析論 」に 関 しては 、、幾つ かの 箇所 を取 り上げ るに留 め たい と思 う6)
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a.カ ン トの論 証 過程 の究 明 とその 意味

1.1二 律 背反 の解 決 は、 「批判 」に齢 け る カン トの 関心 の重要 な部分 を 占め て いた と言 われ てい る。 従

って 、 この小論 の端緒 として二 律 背反 の 問題 を解決 す るため に カ ン トが必 要 と した前 提 を解 明す るこ と

か ら始 め よ う。 その た めには 、 第七 節 「理 性 の宇 宙論 的 自己矛盾 の批 判的 解決 」に注 目す る こと が適 当

であ ろ う。 何 となれ ば カン トは こ こで 「純 粋 理性 の全 二律 背反 は、 次の弁 証論 的議 論 に基 く」(B525)

と述 べ て全 て の二 律 背反 に共通 す る基 本 的構造 を解 明 してい るか らで ある。 この構造 とは、 「もし被 制

約者 が与 え られ る な らば 、そ れ の全 ての制 約 の全 系列 もま た一与え られて い る。 さて、 感 官 の諸 対 象 は我

々 に被 制 約的 と して与 え られ て い る。」(:B.525)と レ・うもの で ある 。 この 大前 提 か らして 「そ れ の全

ての制 約 の全 系列 もまた 一与え られて い る 」とい う結論 が 導 かれ るは ず で ある。 そ して 、 「この弁 証論 的

議 論 の欺 隔 を暴露 す る 」(B.525)た めに 「課 せ られ てい るaufgegeben」 と 「与 え られ てい る

gegeben」 の 区別 を行 ってい る。 この こ とを よ り詳 し く述 べて み よ う。 「 もし被制 約 者 が一与え られ る
　 　 　 り 　

な らば 、ま さ にそ の こ とに よって我 々に被 制 約者 に 対す る全 制 約 の系列 に齢 け る遡源 は課せ られてい る。」

(:B.526)こ とにな るの であ る。 そ して、 「もし被 制 約者 もそれ の制 約 も共 に物 自体 そ の もので あ る

場合 には 、前者 が与 え られ ると後 者 へ の遡源 は 、単 に課 せ られてい る だけ で な く、後 者 は それ に よ つて
　 　 　 ロ くコ

実際 既 に 与 え られ てい る。」(B.526)と い うよ うに な るの であ る。.これ に反 して現 象 が 問題 に され る

な らば 、現 象 は経験 的 綜合 に於 い ての み一与え られ るの で あ り、 この場 合綜 合 は 遡源 に 澄い て始 め て成立

し、 とれ な しに成立 し得 ない が故 に、 「制約 の 系列 の 絶対 的総 体性 を推論 す る こ とは決 して で きない 」

(B.527)こ とに なるの で あ る。 す る と、 弁証 論 的議論 の大 前提 の後 件 に澄 いて 「全 ての制 約の 全系

列 が一与え ら轍 てい る 」とされ てい るが故 に、被 制約 者 は物 自体 と考 え られ ねば な らないの に対 して、小

前提 の 被制 約者 は 、 「感官 の諸 対 象 」と して現 象 で ある と考 え られ る。従 って この議論 は媒 概念 多 義性

の誤 謬 に 陥 ってい る こ とが明 らか に なる。 これが二 律背 反 の根 底 に存 す る論 証 の過誤 で あ る。

さて、 こ こで特 に注 意 して右 くべ きことは、 媒概念 多義 性 の誤 謬 は 、対 象 を現 象 と物 自体 とに弁 別 す

る ことに よって始 め て明 らか に され た とい うこ とで あ る。 そ して この 区分 は、 超越 論 的観 念論 「即 ち、

我 々に と って 可能 的 な全対 象 は現 象 にす ぎない 」(B.518)と い う説 に由来 す るめ で あ る。 即 ち、 感

性 と悟 性 の ア プ リオ リな形 式 に よ る綜 合統 一 に基 く現 象の み が可 能的 経験 の対 象 で あ り、 物 自体 は この

よ うな対 象に な らない もの と して この 両者 を 峻 別 した カ ン トの超越 論 的観念 論 に由 来 す るの で ある。

こ うして 「批判 』にお け る証 明 が 向け らるべ き中心 と して超 越論 的 観念論 とい う主 題 が現 わ れ るこ と

に なる。 か くして この説 の理論 的 根拠 を求 め る ため に 「分 析論 」 「感 性論 」に進 む必 要 が ある。 更 に こ

こで 、 カン トも言 うよ うに(v'g1.:B.518)超 越 論 的 観念論 の理論 的成 立 の問 題 には 、特 に 「感性論 」

が問題 とされ るべ きだ とい うこ とに も注 意 して だ く必 要 が あ ろ う。

1.2差 し当た り 「分析論 」に 目を向け て み る と、 カ ン トが超越 論的 演 繹 の必要 性 に つい て非常 に強 調

して い る こ とが注 目され る(vgLA.XVI)。 カン トに ょって何 故 この よ うに演繹 が重 要 な もの と考 え

られて い るの で あ ろ うか。
　 　 　 　 の 　

「私は、概念がアプリオリに対象に関係し得る仕方の説明を概念の超越論的演繹 と名づけて、これを
　 　 コ 　 　 ロ リ

経 験 的演 繹 と区 別 す る。」(B.117).

・カン トの この叙述 にお け る 「概念 」とは
、 「如何 な る経 験 か ら も取 って こ られ ない 」(B・117)概

念 で あ り、 「(全 ての経 験 か ら完 全 に独立 な)ア プ リオ リな 純粋使用 に限 定 され てい る 」(B・117)
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概念 で あ る と考 え られ る。 す る と、 もしこの よ うな 概 念の存在 が前提 されて い ない な らば 、超越 論 的演

繹は 意 味 を失 って しま う でφろ う6ま た 、そ の前 提 が成 立 して い た にして も、 この よ うな概 念 が対 象 と

ア フ="Jオ リに関係 じてhる とい うこ とが前提 さ れて い なけ れば 、 これ また超 越論 的演 繹 は意 昧 を失 な ・う

で あろ う。 従 って演 繹 が重要 な 問題 とされ てN「る とい うこ とそ れ 自体 の 中に 、 カン トが いわ ゆ る事実 問

題 と して上 述 の よ うな概 念 が存 在 して い る とい うこ と及 びそ の概念 と対 象 との ア プ リオ リな関係 が成 立

してい る とい うこ とを前提的 に確 信 してい た とい うこ とが明 らか とな る。

さて 、 この よ うな概念 として カン トは 、 「感性 の形 式 と して の空 間 と時 間 の概 念 と悟 性 の概念 として

の カテ ゴ、リー 」(:B・1、18)を 挙 げて い るの で あ る。そ して空 間時 間 が 「如 何 な る経験 が ら 屯取-って こ

られ ない 」概念 で ある とい うことは 「感性 論 」で証 明 さ れ、 カテ ゴ リーが 「如 何 な る経 験 か ちも取 って

こ られ な い 」概念 で あ るこ とは 、既 に 「全 て の純 粋悟 性 概 念 を発 見 す る手 引.き」に澄 い 七証 賜 され た と

考 え られ てい る もの と思 われ る。 そ して カ ン トは、 「感 性 的 直 観の 対象 が、心性 に ア プ リオ リに存 す る

感性 の形 式に適 合 せ ねば な らな い とい うこ とは 、 さ もない とそ れ が我 々に と って対 象 とな らない とい う

ご とか ら明 らか であ る。」」(B・122)と 述 べ、空 間 時間 の 演 繹 を 「感 性論 」です でに論 究 ず みの こ と と

した上 で 、 カテ ゴ リーの超 越論 的 演繹 へ と論 を進 め るの で あ る。

しか し、 この小論 にお いて は、』カ ン トの叙述 を辿 る こ とが本来 の 目的で はな い。 「批 判 」の基 礎 をな

す 前提 を明 らか にず る ζ とが 問題 なの であ る。 この観 点 か ら見 る時 、悟 性概 念 と して の カ デ ゴ リー が ア

プ リオ リに経験 的 対象 と関係 す る こ と、即 ち アプ リオ リな綜 合判 断 が現 に存 在 す る こ と、.・及 び空間 時 間

が 感性 の ア プ リオ リな 形式 と して存在 してNる とい うこ.との この両 者 が、 「分 析 論 』にお・け る理論 的基

盤 と して前提 されて い る こ とが重 要 な問題 として關 明 され る ので あ る。

以上 のr分 析論 」.と「弁 証論 」に つ いて の究 明か らして、 「感性 論 」が 本来 、 カ ン事め 論証過 程 の根

にな って い.るとい う之 とが明 らかに な る。 尚、以 上 に齢 い ては 「ア プ リオ リ.」の意 味規 定 も曖 昧 なまま

に して澄 いた が 、理 論 的基 盤 と して明 らか に な っ、た 「感 性論 」を究 明 す る際 には 、亡 の点 に も注意 を払

うこ とに し よ ケ6-`

2.1以 上 の考察 か ら明 ち かに され た よ うに、 「感 性論 ・」に詮 い て問題 に され るべ きこ とは 丸超越 論 的

観 念論 の一 つの重 要 な部 分 として 、空間 と時間 とが経験 を可能 にす る制 約 で あ り、 かつそ れ らが 主観 に

属 す る制約 で あ るとい うこ とを カン ト自身 が証 明 し得 てい る か杏 か とい う ことで あ る。 この ことに注 意

しなが らカ ン トの論 述 を みて い くことに しよ う。

「空間 概念 の形 而 上学 的 究明 」の第 一の 議論 の始 め には 、 「空間 は 外的 諸経 験 か ら抽 象 された経 験的

概念 で は ない 」(:B.38)と 述 べ られ て いる 。 この結論 的 な第一 の命題 を証 明す る ため に次 の よ うな第

二の 命題 が立 て られて い る。'・ 』 ・,

「とい うのは 、或 る諸 感覚 が私 の外 に あ る何物 か に関係 させ られ るた めに は('即 ち、私 が い るの とは

異 な った空 間 の場 所 に あ る何物 か に関係 させ られ る ため には)、 同時 に私 が そ れ らを内外 及 び並 存的 に

単に異 な って いる とい う1だけ で な く、 異 な った場所 にあ る もの として表 象 し得 るた め には、 空 間あ表 象

が既 に根 底 に 存せ ね ばな ら・なNか らで ある。」(B.38)

さて 、この命 題が 第 一 の命題 の証 明 とな る とす れば 、一 つ の解釈 と して 、外的 経験 が感 覚 と同"視 さ

れ てい る と考 え る こ と もで きるで あ ろ う。 そ して この場 合 、 我 々に与 え られ た諸 感覚 が、 「異 な った場

所 に ある もの とし て表 象 し得 るた め には 、空 間 の表 象 が既 に根 底 に 存せ ねば な ら葱(」 とい うこ・とが第
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・一 の命題 を 理 由づ け てい る こ とに な るが故 に、.'こ.の議論に 右 いては感 覚 はそ れ だけ では空 間性 を持 た な

い・とN.う ごとが前提 され てい なけ れば な らな'Nで あろ う。そ して、 この ような:もの どして感覚 を考 え る

場 合 に は ～、空 間は 「外 的経 験 三感覚 」か ら抽象 され た ものでは あ り得 ないヒ とは明 らゑ で あ る。 しか し、

この よ うな感覚 規定 は 、 その まま我 々が是認 で きる もので あ ぢ うか 。 この こ とには 勿論 疑 問 が持 た れ て

きている ので あ る。・しか し こ ごで は(議 論 の焦 点 か らはず れ るの で)差 し当た り疑 問 点 の 存在 を指 摘す

るに とどめて 澄 く。

(3)
。 例 えば私 に今見 えて い「る壁 が～ 私で は ない とさz、 、』この箇所 につ い ての別 の解 釈 を考 えて み よ う

Nう ごど、 ・まfiそ の壁 が この机 と'は異 な って い る とい うこ とが 理解 され る場 合rこ の よ うな(私 に と っ

て)外 的 な物を 見 る場 合 には 、私 は これ らの 物 が異 な った場 所 にあ る とい うこと もそ れ と同時に 意 識 す

る ので ある 。即 ち、 外的現 象 にお いては ㍉我 々'は事物 を空 間 の 中に あ る もの としての み見 るので あ・る。

そ して 、そ の こ との 可能 な るた めに は、 外的 現象 の根 底 には空 間 が存 在 せね ばな らぬ とい うことを 述 べ

た もの と考 え られ る。即 ち、 空間 は単 なる抽 象物 で は な く、 全て の外 的現 象 を制約 して い る もの として 、

外的現 象 の根 底 に存 せ ねば な らなNと い うので あ る`oこ う考 え る と空間 は経験 的 概念 で は な く、経 験 を

可能 にす る概 念 で あ る ことに な る。 ・ ・～ ・ ・1

しか し、 こ・ζで注 意 して お くべ ぎご,とは 、空 間は主 観 か ら独立 な根 拠 としてい わば 外 的 に存す る とい

うこども考 え られ得 るが故 に、 空間 が 「直観 の 形式 にの み 、従 って心 性 の主 観 的性 質 にのみ 属 する・」

(:B:37)と い うこ とは、後 者 の解釈 にお いて は、 ここの論証 だけ では未 だ証 明 ざれ てい ない とい うこ

とで あ る.'し か し、 この鰍 に紳 ては 、空 間 は感覚 備 理 的 に先行 す るω もの どい 憶 味 を持 つ こと

は で き るので あ る。',

差 し当 た り解釈 をこ こま で に留 めて澄 い て 、.「空 間概 念 の形而 上 学的 究明 」の第二 の議 論 に移 ろ.う。

2.2「 空 間 は 、-あらゆ る外 的 直 観の根 底 に存 す るア プ リオ リな必 然的 表象 で あ る0ど の よ うな対象 も

そ の う:ちに見 出 され ない とい ケこ・とは 十分考 え られ得 る に も拘 らず 、 どの ような'空間 も存在 しな い とい

うこ とにつ いての 表象 は決 して作 る こ とが で きな い。 従 って、 空間 は 現象 に依 存す る規定 として では な

ぐ、現 象 の可能 性 の制 約 と して看 倣 され、 必然 的 に外的 現 象 の根 底 に存 す る ア プ リオ リな 表 象 で あ る。」

(B.38-9)

ζの議論 にお け る第 一 の命題 は結論 であ る と考 え られ る。 そ して第 二 、第三 の命 題 によ っぞ とれ の証

明 が行 なわ れてNる と考 え る こ とが で きる。

さて{第 二 の命 題 は、 空間 内 の対 象は 存在 しな回 とどは あ って も、 空 間そ の ものは 存在 しなレ～こ とは

ない とい うこ とを主張 レ よ うと して い る と解釈.しうる。 この 場 合、 空間 は現 象 を 可能 なち しめ る制 約 と

して外的 現 象 の根 底 に あ る ことにな ると カ ン トは結論 づけ る。即 ち、空間 は 、空 間 内の対 象 に論理 的 に

先行 す る もの と して現象 を可 能 にす る制 約 とな・り得 る とい うの であ る。 桓

しかしこごで、r外 的鹸 の根底に存する」とい、う表現 と桝 蝦 象⑤の根底に存する」という表現

・:との差異 が潭 目さるべ ・きであ ろ う
。 さて 、 ガン トの 上 の議論 に澄 い てぜ 空間 が空 間内 に存 在す る対 象 よ

りも優越 性 を持 っ ㈲ とい うこ とが論定 され てい るな らば、 空 間 は 「現 象 の可能 性 の制 約 と し一z」考 え ら

・れ得 るで あ ろう。・す る・と、 空 間が 「外 的 現 象 の根 底 に 存す る 」とい う ことは理解溶 れ得 るで あ ろ う0こ

・『の よ うに ・考え ると、 「外的直 観の根 底 に存 す る 」=とい う表現 に おけ る 「外的 直観.」とは 、丁 外的 に 直観

された もの 」と理解 され るべ きで あ って～ 「外 的 に直観 する 働 き・」と理解す べ匙必然 性 は 、学問論 的 反
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省 の立 場 に立 つ限 りこの箇所 に診 いて は見 出 され ない であo即 ち、空 間 が外 的 に直観 され た ものの

根 底 に存 す る とい うこ とを証 明 し得 た だけ では 、空 間 が主観 に のみ基 礎 を もつ もめ で あ為 とい うこ とは

必然 的 な もの と して は導 か れな い であ ろ う。 何 となれば 、 空間 の根拠 が、 客観的 対 象的側 面 に 由来 す る

と考 え る可能 性 もま た残 され て い るか らであ る。.しか し、 この場 合 に もま た 、感覚 を形 体性 を持'たない

多様 と考 え るな らば 、 それ を秩序 づけ得 る空 間 は、 「外 的現 象 の根底 に存ず る 」と共 に 、空 間は 感覚 に

属 さな い もの と して》 いわば 外 か ら与 え られ る ことは で きず 、心 性 に備 え られ てい る こ とにな り、1従っ

て 「直観 す る働 き 」とい う意 味 を含 み得 る もの と して 「外的 直 観の根 底 に存 す る 『⊥と言 おれ 得 るで あ ろ

う。 しか レこ うな る と、 ここで再 び感覚 規定 の問 題性 が思 い起 こされ ねば な らない であ ろ う。

さて 、 この論 証過程 に鉛 いて注 意 すべ きことは 、・「ア プ リオ リ 」は 、現 象 を可能 な らしめ る、論 理的

に先行 す.る、 とい う程 の意味 を持 つ もの と しては 述 べち れ てい るが 、(感 覚規 定 を前 提 しない 場 合 には

(7))「 ア プ リオ リ 」は
、主 諏 の み基 礎 を 持 っ制 約 で あ る とゆ ような こ とは論定 さ れて瞳 い とい う

こ とで あ る。一 ….一 『 ∫:一 、・ ン

へさて カン トは この二 つ の議論 に続 い
て ぐ空 間 が純粋 直 観 で ある とい うこ どを証 明 し よ うと してい る。

しか し カン トの以 下 の議論 は、 第一 第二 め議論 にお い セ空 間が ア プ リオ リで ある とい う之 とが証 明 され

た もの と した上 で ぐ-空間 が 直観 であ る こと(特 に 「直観 された もの 」とい う意味'に第一義 的 に関 わ り合

うもの ど して 〉の 証 明 に棒 げ られ てい るの であ る。従 って この点 の 究 明 は直接 この小論 の本題 では ない

の で こ こでぱ触 れず に:捨く。

2.3・ 次 に 「空間概 念 め超 越論 的 究明 」に移る こどにす る。 超越 論的 究 明 を カ ン トは次 の よ うに規 定 し

てい る。

「私 は超 越論 鮒 究明 の 下 で、或 る概 念 を他 の ア プ リオ リな綜 合 的認 識 の可能 性 が そ こか ら洞 察 され 得

る原 理 と して説 明 す る とい うこと を意味 す る。」(:B。40)

そ して 、空 間 に関 しては次 の よ うに具体 化 されてMる 。m

.1「幾 何学 は空 間 の性 質 を綜 合的 に しか も・ア プ リオ リに・限定 す る学 で あ る。 空間 に つい て その よ うな認

識 が可 能 で ある ために は、、空 間の 表象 は 一体 何 でな け れば な らない か。」(B.40)

・この 叙述 を通 じで 、二幾 何 学 が空 間 の性 質 を綜 合 的 に限定 す る とい うこ とが主張 され、・そ の こ とか ら空

間 が直 観 であ るこ とが論 定 されて い る一〇 しか し▽ こめ論定-に赴い て は、凸こ こに い う 「直 観 」がr直 観 す

る働 き 」を含 み得 る もの であ る ことは差 し当 だ り決定 されて い ない ので ある 。

しか し、 ガン トはす ぐ後 に 空間 が 「対 象の あ らゆ る知覚 に先立 って我 々の う・ちに見 出 きれ る 」(:B。41)

とい うヒ ど を結 論 づ けてNる 。そ してカ ン トは 、・この よ うな結論 を得 る ことの で き る前提 と して 「す べ

て の幾 何学 の命 題 は必 当然 的 一zある 」(:B.41)と い う理 由 を挙 げ てい るだげ で ある。 何故 この ことめ

み か ら、空 間 が 「我 々の うち に見 出 され る 」.とい うこ とが導 出 され るの で あろ うか。・とめ と とは差 し当

た り明 らか で唱はなN。 従 って 、 この ことを理解 す るた めには 、 カ ン トも指 摘 す る・如 く『緒 言 』へ 唱ど る

必 要 が あ るで あ ろ う。引∴,∴'㍉ 一』.「 ㍑,ヒ'4

1しか し
、㌦そ の前 に確認 して おか な ければ な らない ことが ある。 第一 に 、幾 何学 の命 題 が必 当然 的か 否

か という こ と.は、f1・ トの理 論構 成 にと って非 常 に重 要 な役割 ・りを果 た して い る とNう ・一こ どzあ る0第

二 に 、'之こに述 べ られ でい る空 間 は(:,『形 而上学 的 究明 」に:お・いて 明 らか に された'ように)現 象「の根底

に ある 空 間 で あ り、ご幾何学 は この 空間 に つい ての学 で なけれ ば な らない とい うこ.とであ る。'てしか し、'
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この二 つか らの帰結 と しての 、幾 何学 が現 象 につ いて必 当 然的 に妥当 す る学 で あ る とい うカン トの主 張

に つい ての 学問論 的 反省 は、 こ の小 論 内 では行 なえ ない 。)

3・ 「緒 言 一 」に澄 い て カン ト自身 が行 って い る 「ア プ リオ リ」の規 走 をみ てい こ う。

「経 験 か ら、ま た感官 の あ らゆる 印象 か らさえ も独立 な認 識 は存 在 す るか 一 とい う問 題 はそ れだ か

ら(alSO)少 な くと もよ り詳 細 な探 求 を尚必要 とし、 一 見 し て直 ちに 片づ け られ るべ き問題 では ない。

そ の よ うな認 識 は ア プ リオ リと名付 け られ 、 その源 泉(QueIle)を ア ポス テ リオ リに即 ち経験 の う

ちに 有す る経 験 的認 識 と区別 され る。」(:B。2)

こ こで 「それ だ か ら(alSO)」 と言 われ てい るそ の 理由 に着 目 してみ よ う。 この理 由 としては、 「認

識 能力 の 付け加 え る もの を我 々が認 識 の原素 材 と区別す る よ うに な るのは 、長 い 間練 習 して それ に気 づ

き、-それ の分 離 に慣 らされ てか らで ある。」(B.1-2)と い うこと が挙 げ られ て い る。す ると 、 「感 官

の あ らゆる 印象 か らさえ も独 立 な認 識 」と言 わ れ る もの は 、 「認識 能 力の 付 け加 え る もの 」で あ ると考

え ざる を得 ない 。ま た 「我 々の経 験 的認 識 です ら我 々が印 象 に よって受 け取 る と ころの もの と、我 々 自

身の認識 能 力 が…(中 略)… 自己 自身 か ら与 える もの とか ら成 ってい る合成 物 で あ る 」(B.1)と い う

よ うに～ 「印象 に よつて 受 け取 る ところの もの 」と 「認 識能 力 が 自己 自身 か ら与 え る もの 」との二 つ の

源 泉の み しか存 在 しない とす るな らば、 「感 官 の あ らゆる 印象 か らさ え も独 立 な認 識 」は 、 もしあ る と

す れば 、.「認 識能 力 が 自己 自身 か ら一与え る もの 」で なけ れば な らな くな るで あろ う。 そ して この種 の認

識 が ア プ リオ リと呼 ばれ てい るの で あ り、 これ と対比 的 に経 験 の うち に源泉 を有す る認 識 は ア ポ リオ リ

と呼 ば れ てい るの で あ る。.即ち こ こでは ≦主 観 の作用 にのみ 関 わ る とい う点 で 「ア プ リオ リ」と呼 ばれ

てい るの で ある 。

吏 に カン トは この よ うな 「ア プ リオ リ 」の規 定 に続 い て、 よ り÷層 厳密 な規定 を行 って い るの であ る。

即 ち、 家の土 台 下 を堀 った人 は 「家 が崩壊 す るこ とを ア プ リオ リに知 る ことが で きた6」(、:B・2)と 一般

に言 わ れて い たの で ある。 「しか し彼 は この ことを全 くア プ リオ リに知 る こ とは で きなか った 。」(:B2)

と カ ン トは述 べ る。 とい うの は、 「物 体 は重 さを持 つ とい うこ と、従 って物 体 か ら支 えが取.り去 られ た

ら落 ち る とい うことが 、実 際彼 に予 め 経験 に よって知 られてい なけ れば な らな か った 」(:B・2)か らで
　 コ 　 　 　 　 ゆ む 　

あ る。即 ち、,普遍 的 規則 から導 き出 された ために ア プ リオ リに認 識 で きる とい う普 通 に言 われ てい た こ

とに反 対 して、 カン トは この よ うな単 なる論 理 的推 論 とは異 な る独 自な 「ア プ リオ リ」の意 味規定 を行

な うの で ある。即 ち、与 え られ た命題 か らの推 論 に よ って(勿 論 、推 論 自身は主 観 のみ に依 る と考 え ら

れ るだ ろ うが)得 た命 題 も、そ の与 え られ た命 題 が経験 か ら得 られ た もの であ る場 合 には、 「ア プ リオ

リ」どは言 え ないの で あ る。(こ こで 、推論 され得 る とい う ことは ア プ リオ リか 否 かの決 定 に は関係 な

く、 いわ ば前 齢 題 鮒 が問 題 に な ってい る こ とに注意 す べ きで あ る.⑧)、

か くして結 局 「ア プ リオ リな 認識 とい う語 で 、 これ や あれ やの経 験 か ら独 立 に成立 す る とい うの では

な く端的 に あ らゆ る経 験 か ら独立 に成立 す る認 識 を意味 ず る 」(B。2-3)と い う よ うな 規 定 を行 な う

の で あ る。勿論 こ こに澄 い て 「経 験 か ら独 立 に 」とい うこ とは、 文脈 上 「認 識能 力 の 付け加 え る もの 」

とい う・こ とを意味 す る こ とにな らざ るを得 ない 。 そ して この ような認 識 に対立 す る もの 、と して 「経 験 的

認 識 も.しくは アポ ステ リオ リに即 ち経 験 に よ って のみ 可能 で あ る認 識 」(:B.3)が 提 出 されて い るので

あ る 結局 一ここ(「 緒 言 一 」)で は 、 アプ リオ リな認 識 は主 観 に源 泉 を持 っ認 識 どい う意 味 しか もたず 、

差 し当た.り、い まだ 普遍 必然 的 とい う性 格 を もってい な いの で あ る。 少 な・くと も、『そ うい う こどを結論 す
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る根拠 は 、一与え られて い ない の で ある0

4.Fこ れ ま での考 察 か ら非 常 に重 要 な問 題 が生 じて くる。即 ち、 「認 識能 力 の付 け加 える 」「我 々 の

う ち に見 出 され る一」とN'う 意 味 で の ア プ リオ リと、論 理 的 に先行 す る㌔ 普遍 必 然的 で あ る とい う意 味で

の ア プ リオ リ⑨)とが如 繊 る根 拠 睦 い て一 致 し得 る もの と カ ン トは考 えてい た か とい うこ とで あ る。

(勿 論 ～.感覚 を空 間性 をも た ない多 様 だ とす る カ ン ト的 感覚 規定 以上 の 理 由 が求 め られ る場 合 に澄 い て

の 問題 で は あ るが 。)そして この一致 こそ 、超越 論 的 観 念論 即 ち我 々 の全 て の認 識 に論 理 的 に先行 ナ る も

の が主 観 のう ちに見 つ け 出 され る と い う主 張 の本 質 をなす ので あ る。従 ってそ れ は 、特別 な考察 吟 味 に

値 ず る重要 な 問題 なので ある 。・そ して カ ン トに よる こめ 一致 の 正 当化 に は(「 空 間概念 の超越 論 的 究 明』

にお い て も指 摘 され てい た よ うに)「 緒言 二 」の論述 が重 要 な役割 りを果 た す と考 え られ るで あ ろ う。

さて、 カ ン トは・「緒言 二 」に澄 い セ純粋 認 識 と経 験的 認識 を区別 す る こと0)で きる徴表(Merkma,1)

を求 め よ う'とず るの であ る。 そ こで 、判 断 の必然 性 普遍 性 を ア プ リオ リの徴 表 と規定 し、』そ れ に続 けて

次 の よ うに述 べてい る。

、 「或 る判断 に厳 密 な普 遍 性 が本 質的 に属 して いる 場 合 には 、 この普 遍性 は判 断 の特 殊 な認識 源 泉 を、

即 ちア プ リオ サな認 識 の能 力 を 指示 す る。」(B.4)

このよ うに カン トは 、判 断 の普 遍性 必 然 性 と認識 の能 力 を徴表 とい う仕 方 で結 び つけ よ う とす るの で

あ る。 この ことを よ り詳 し く解 明す る こ とに:-しよ う。

,まず 、幾 つ かの点 を確認 し直 さなけ れば な らない。 経験 か ら独 立 な認 識 は存 在 す るか とい う問 題 は 、

容 易 に解 決 さるべ、きもの では なか った 。 とい うの は 、認 識能 力 の付 け加 え る もの を認 識 の原 素材 と区別

す る こ とは困 難で あ つた か ら。 この 議論 に澄 い ては 、一 つの命 題 、一 つの認 識 が考 察 の対 象 とな り、そ

れ に結 び つい て い る二 っ の契 機 を分 離 す る こ との困 難 さが述 べ られて いた の で ある 。

更 に カン トは 「ア プ リオ リな認 識 の うちで ま った く経験 的 な もの が混 じ ってレ・ない認 識 は純 粋 と呼

ば れ る。」:(B・・3)と 述 べ る ので あ る。即 ち 、純 粋 な認 識 と は 「認 識 能 力の 付 け加 え る もの 」だ けか ら

成 立 して い る認 識の、こ とであ る0そ して 、 この よ うな認 識 と経験 的認識(経 験 が結 びつ い た認 識)と を

区別す る こ とが問題 とな つて い るの で あ る。

、.・しか ・し、 この よ うに して多数 の認 識 の 中 に純粋 認 識 が幾 っ か混 じって い る とす れ ば、(認 識 源泉 自身

を明 らかに す る こ とは 上述 め.ように 困難 で あ るの だ か ら)徴 表 をまず 求 め て、 その 徴表 に従 って純 粋認

識 の 存在 を示 す ご とが 可能 で あ ろ う6

この こ とを別 の側 面 か ら見 て み よ う。 経験 的 認識 と純 粋 認 識 が区別 され ない状 態 に あ って は 、我 々ば

認 識 能 力 のみ に よ つて発現 し うる認 識の あ る こ と もわか らず 、一般 にそ れ を承認 で きない で あ ろ うし、

更 に ご-のよ うな認 識能 力そ の も の が ある とい う ことす らも一般 に承認 で きない で あ ろ う。即 ち、 この場

合 に澄 い ては 、1我々に とってそ の よ うな認 識 の存在 を主張 す る手掛 りは全 く発 見 で きな い こ とにな り、

一歩 ま ちが えれば 全 室空虚 な案 出物 を主 張 す る こ とに もな りか ね ないの であ る
。 しか しなが ら㍉ 純粋 認

識 の存 在 が この よ うな徴表 め規定 に よ つて 確認 され る とすれ ば 、我 々は 「ア プ リオ リな認 識 ゐ能 力 」

(:B・4)を 認 め ざ る を得 な くなる ので あ る。

か くして、 普遍 性必 然 性 を持 つ判 断 が見 出され た場 合 、徴 表 の規定 に従 うな らば 、その判 断 は、 主観

の み か ら発 現 す る とNう 意味 で そ の成立 基 盤 を主 観 の うち に もつ こ とにな り、 従 って主観 が論 理 的 に先

行 する もの とな る と考 えた もの と思 わ れ る。
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4・2さ て、 この よ うな帰結 は カ ン ト哲学 自体 に澄 い て何 を意味 してNる で あろ うか。

まず 最初 に帰結 を確 認 して澄 こ う。 これ ま での 議論 に よっ て解 明 され た こ とは、 ア プ リオ リとい うこ

とに、 主観 の認 識 能 力 のみ か ら発 現 す る とい う意味 と 、普 遍必 然 的 な ものの基 礎 をなす とい う意 味 とが

結 合 してNる とい うことで あ る。

カ ン トは 「如何 に して ア プ リオ リな綜 合判 断 は可 能 で あ るか 」(B。19)と い う:問題 を純 粋 理性 本来

の課 題 と して提 出 してNる 。 「ア プ リオ リ」が 以上 究 明 した二 つ の意 味 を持 つ限 りに澄 い て、 この課 題

を解 決 す るた め には主 観 の探求 で十 分 で あ ると考 え られ 、 カ ン トの探 求 は㍉ 主観 の構 造 の解 明 ・とい う意

味 での 「如 何 に 」を問 ラ ことの み に向け られ、奉 本 的 に主 観以 外 の もの を顧 慮す る必 要 が な くな る の で

ある(vgl・:B・ .23)。 即 ち、今 や コペル ニ ク客的転 回 への 方 向づ けは なされ た こ とに な るの であ る。

勿論 、 「感唯 論 」「分析 論 」での具 体 的解 明 に こそ 、・カン ト哲学 の哲学 た る所 以 は存 して い る と考 え

られ るの では あ るが 、そ の理論 的 基 礎 と して、即 ち、 コペ ル ニクス的 転 回へ の方 向 づけ の 理論 的基 盤 と

して、 この ア プ リオ リの徴 表規 定 の果 す役割 りは大 きNも の と考 え られ る。

さて、 アプ リオ リの 徴表 規定 が解 明 され た現段 階 に 澄 い て 「感性 論 」の論証 を見 直 して み よ う「。 す る

と カ ン トは 、 「空 間 の形 而上学 的 究 明 」の第 一 、第 二 の議論 にお い て、空 間 の普遍 性 必 然性 を主 張 して

い た と考 え られ る。ま た 「超越 論 的究 明 」に澄 い ては0「 す べて の幾 何学 の命 題 は必 当 然的 であ る 」

(:B・41)とNう こ とが根 拠 とな ってNる 。 ここ か ら空 間 の アプ リオ リ性 を決 定 した もの と考 え られ る 。

これ に対 して例 えば マル チ ンは 、空 間 の形 而上 学 的 究明 の第 一 の議論 を プ ラ トン的 論 議 、第二 の議論

を ア リス トテ レス的 論議 として特 徴 づけ て い る(``Imnanuel:K:ant"§4)。 しか し、一マル チ ンが論 定

し得 て い る こ とは、 空 間 が空 間 中の もの よ り も優 位 を 占め る とい うこ とで あ るにす ぎない 。即 ち、 この

優 位 を主 張 す るだ け では、 未 だ多数 の存在 論 の 可能 性 が残 されてNる の で あ る。 これに 関 して、層マ ルチ

ンは この よ うな優 先 が主 観 に求 め られ るべ きこ とを、 カン トが ライ プニJッ と挟 を分 かつ とい う、 い わ

ゆ る歴史 的 事実 で もあ る かの 如 くに考 え て いる よ うに思 わ れ る("1.mman.uel:Kan.t"§6)。

しか し、 この小論 の 意図 す る学 問論 的反 省 に 齢い て は、 ま さに この 「主 観 に存 在論 的基 礎 を求 め る 」

とNう こと、 この ことの正 当性 が問題 め焦 点 とな って い るの であ る σ

従 って、 この携 合 に も、 ア プ リオ リの徴 表規 定(こ れに よって主 観 が存 在論 的基 礎 とな り得 たの で あ

る)の 重 要性 が再 確認 さ れ る ことに な るので ある。 即 ち、普 遍 必然 性 を認 識能 力 の みか ら発現 す る認 識

の徴表 と考 え た こ とが カ ン ト哲 学 の理論 的 基 盤 として果 たす 役 割 りは大 きい もの と考 え られ る。

b.カ ン トに対 す る学 問論 的 反省 の試 み

1.以 上 の考 察 に よって、 この 徴表 の規 定 は カ ン トの 『批 判 」に とって最 も基 盤的 な前提 の一つ で あ る

こ とが明 らかに な った もの と思 う。従 って、 ヵ ン ト自身 の論 述 に 対 して さえ も学 問論 的反 省 を行 な 知 う

とす るこの小 論 の意 図 か らして、 この 徴表 の規 定 に 関 して ここで若干 立 ち入 った考 察 吟味 を試 み てみ た

い と思 う。 よ り具 体 的 に言 えぱ 、 こ れか ら問題 に し よ うとす る ことは 、普 遍必 然性 を持 つ判 断 があれ ば

そ れ は 「アプ リオ リ」で ある とい うこ と を カン トは どの よ うな根 拠 に基 づ い て論 定 した か とい うこ とで

あ り、 この論 定 が 、我 々に と って是 認 で きる もので あ るか ど うか とい う ことで ある 。

「経験 は な るほ ど我 々に或 る物 がか くか くの性 質 を持 つ とい うこ とを教 え る。 しか しそれ が別様 では
　 　 の くコ 　 　

あり得ないということは教えない。従って第一に、同時に必然性を伴なって考えちれる命題が見出され
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れば ぐ それ は ケ プ リオ リな判 断 で ある ぴ ・・(中略 〉・b第 二 に 、経 験 は その 判断 に決 して真 の厳 密 な普遍

性 を与 えず 、 かえ って単 に仮 の そ して 比較 的 の普遍 性 を(帰 納 に よって)与 え るだけ で あ る。だ か ら本

来 は次 の よう に言 わ な けれ ばな らない 。即 ち、』我 々が今 ま で知覚 した限 りで は、 これ や あれ やの規 則 に

つい て は如 何 な る例 外 も見 出 され ない と。従 って 、或 る判断 が 厳密 な普遍 性 におい て考 え られ るな らば 、

即 ち どの よ うな例外 も可 能 的 として承認 され ない な ちぱ 、そ れは経 験 か ら導 出 され たの で は な く寸端 的

に ア プ リオ リに妥当 す る 。」(B・3-4>

`さ
て 、 こ こで カン トは いわ ゆ る経 験 の偶 然性 とい う性 格 づ けに基 い て 、普遍 必 然的 な命 題 を 、我 々自

身 め認 識 能 力 が付け加 えた とい う意 味 での ア プ リオ リな認 識 で ある と規 定 し よ うとし て い る。即 ち、経

験 の性 格 規定 か らア プ リオ リな認 識 の性 格 を推論 しよ う としてい る ので あ る。従 って 、 この 「経験.」の

性 格 づけ こそ徴表 を決定 す る論 議 の珪論 的 な大 前 提 を なす もので あ・灰 従 って特 に吟 味 を行 なう 必要 が

あ るの であ る 。ら

「経 験 は なる ほ ど我 々に或 る物 がか ぐか くの 性質 を持 つ という こ とを教 え る 」(B.・3)し か し 「そ れ

が別様 セは あ りえ ない とい う ことは教 え ない。」(:B。3)ま た 「経 験 はそ の判 断に 決 して真 の厳密 な普
　 　

遍 性 を与 えな い 」(:B・・'3)と述 べ られ て い る。

こヒ に於 て 、普 遍 的 な命題(例 えば 自然 法 則)が 個 別的 経験 に よつて確証 され 尽す ことは ない とい う

こ とは 、勿論 承認 され得 るで あ ろ う。即 ち 、我 々が帰 納 に よ つて得 た判 断 が対 象 に非 常に よ く妥 当 し、

過去 の 多 くの事 例 につ い ては妥 当 しな い例 は発 見 さ れてい ない に して も、経験 す べ き対 象 は非 常 に多 く、

それ ら全 部 を経験 す る ととは不 可能 に近 く、 ま して や遠 い未来 にわ た って もそ の対 象 に その判 断 が絶 対

的 に妥 当す るか ど ち・1かどい うことが検 証不 可能 で認識 不可 能 で あ るが故 に:、その判 断 が厳 密 な普 遍 性必

然 性 を持 つと は断 言 でき な い と言 われ 得 るで あろ う。 しか し、:この 「断 言 で きな い 」・とい うこ・とが主 観

的 確 信 で あ、って はい け-ない。命題 そ の もの が普遍 的 必然 的 で あ るか否 かが 問 われ なけ れば な らない。 と

い うの も、命題 そ の ものの性 格 が問 題 に され ない とす る と、 そ して命題 と対象 との普遍 坐 然 的関係 が問

題 に され ない とず る と、 ここに熔 う普遍 必然 性 は 自然科 学 に知 け る予測 的性 格 を直接示 す こ とは で きな

い こ どに な る か らであ る6こ の よ うに 命 題 そ の ものの性 格が 問 題 に され ねば な らない場 合 に は、上 述 に

い う帰 納 に ょ って 得 られ-た命 題 で も、普遍 性 必 然性 を持 つ判 断 であ りう,る可能 性 は残 されて い るの であ

る。 即 ち、源 泉 が経 験 に あ り、 い わば幾 つ か の経 験 か ら帰 納 した命 題 が{そ の命題 の 絶対 の 普遍性 の根

拠 が 見 出 され な い に も拘 らず 、 実際 に は、 そ の命 題 が経 験 に対 して普遍 必 然的 に あ ては ま る とい う可 能

性 も残 され る こ どにな るの で あ るbそ れ だけ でな く、 この命 題 ぼ 、 こ れま での経験 にお・いて全 面的 に確

証 され}ごレ・る だ け他 め一 般命 題 よ り もよ、り以上 の優 越性 を持 つ と考 え られ るの であ る。(こ こで、 カン

トに と って は 「経 験 」 「帰納 に よって 得 た 」とい うごと が命 題 の比較 的 な普遍 性 とい う性 格 を与え る根

・拠 に な って「いーた こ とに注 意 しな け れば な らない
。)

以 上 の点 を少 し観点 を変 えて 考察 して み よう 。な るほ ど個別 的 経験 は 、、或 る命 題 が普 遍必 然性 を持 っ

とい う確証 を与 え て くれ る もの では ない 。 とい うの は、 この 命題 の妥 当 す る対 象 が非常 に 多数 あ り、.そ

れ らに妥当 す る こ とを確認 す る こ とが人間 の 力 に澄 いて はほ とん ど可能 では な く、 また更 に、将 来 に渡

って もそ の対 象に そめ 命題 が普 遍的 に妥 当す るととい うこ とを証 明する 方 法 が ない か らで ある。従?て 科

学者 は 、例 えば 経験 かち 帰 納 され た命 題 を 、それ だ けで確 実 な真 理 で あ ると主張 せ ず、 謙虚 に蓋 然 性 を

持 つ もの と規 定 して、 それ を作 業仮 説 どして 使用 す るの で ある。 しかし 、て こにい う蓋 然性 は、 妥 当 し
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ない場 合 があ って、 い わ ば確 率的 な法 則 で あ る とい うこ とを意味 す る とい う解釈 が唯 一の解 釈 で は ない。

本 来 は、 普遍 必 然性 を持 つか もしれ ない命 題 が、 単 に我 々の検証 能 力 の限 界 に よ つて 、比較 的 な普 遍性

を持 つ か絶対 的 な普 遍性 を持 つ かがわ か らない とい う場 合 も存 し うる。従 って、 この 二 つの考 え方 を一

緒 に して、経 験 か ら帰納 され た判断 は 全 て比 較的 な普 遍 性 しか持 た な い と言 うな らば 、 これは 証拠 不 十

分 な断言 で あ る と言 わ ね ば な らない で あろ う。 とい うの は、 経験 か ら帰 納 された命 題 で あ って も、将来

に渡 って その対 象 に妥 当す る命 題 が あ るいは あ る可能 性 は 十分 に考 え られ るか らで ある。

ここにお け る根 本的 問題 は 、普 遍必 然性 を 持 つ判 断 と、普 遍必 然性 を持 た ない判 断 とに分け るの が本

来 であ る に も拘 らず 、普 遍 必然 性 を持 つ か持 た ない か決定 で きな い判断 を も普遍 必 然性 を持た な い判 断

に含 め て しま った こ とに あ る。 この混 同 は 、蓋 然 性 とい う場 合 に おい て一般 に行 なわ れ てい るがて 学 問

論 的 反省 とい う観点 か らは灘 に区分 さ るべ きで ある と考 え る。ω

従 って 、 カ ン トは上 述 の意 味 を持 つ 「経 験 」 「帰納 に よ って 得 た 」とい うこ とに基 い て、 ア プ リオ リ

の徴 表 を普遍 必 然性 と断定 したの で あ るが故 に 、 この徴 表規 定 は 、学 問論 的反 省 に と って(特 に カ ン ト

哲 学 に と って重 要 な箇 所 で もあ り)許 容す る こ との で きな い もの なの で ある。 即 ち、 「我 々自身 の認 識

能 力が 自己 自身 か ら与 え る もの 」(B.1)と い う意味 を持 つ もの としての ア プ リオ リが 、普遍 必 然性 と

い う性格 と結 びつ くとい うカ ン トの論 証(a.4)は 、我 々に と って 十分 な説 得力 を持 た ない もの で あ る

と考 え ざ る を得 ない ので あ る。

尚 こ こで注意 して澄 か ぬば な らな い問題 が あ る。 即 ち、 ヵ シ トは一体 ど うい う理 由か らして 、幾 何学

が絶 対 の普 遍 必然性 を持 つ とい うこ とを論 定 し得 るの で あろ うか。 幾 何学 は上 に 究明 した よ うに(a・2・3)

綜合 判 断 で あ り、現 象 に 妥 当す る学 どされ てい た 口即 ち、数 学判 断 は単 に理論 的必 然性 を持つ だけ で な

く、 対 象 に妥 当す る認 識判 断 で あ る と彼 は規 定 したの で ある。 す る と、数 学 の普遍 必 然性 が主 観 的確 信

以上 の もの で あ る とす る と、 普遍 必 然性 の確 認 は直接 明 らか な こと では な く、対 象 の経験 を・まってそ れ

に 妥当す る こ との 確認 か ら生 ず る と言 わ ざる を得 ない の では ない だ ろ うか 。

2.1徴 表 に 関 して は上 述 の よ うな問題 点 は存 す るに して も、 もし主 観の 能 力 にの み根 拠 を持 ち、 しか

も現 象 に普遍 必 然 的 に妥 当す る よ うな判 断 が あれば 、 「如何 に して ア プ リオ リな綜 合 判断 は 可能 で あ る

か 」とい う課題 は、 ア プ リオ リの二 重 の意味 を持 つ もの と して、 提 出 され る価値 を持 つ と言 われ る か も

しれ ない 。 この場 合 には 、主 観 の構造 を解 明す る とい う超越 論 的 観 念論 へ の道 も開か れ る ζ とに なる で

あろ う。

さて 、 カ ン トは この よ うな判 断の 実例 として数 学 を挙げ て い る。従 って勿論 、数 学 判 断の性 格規 定 が

どの よ うな もの で あるか とい う問題 が真 正面 か ら取 り上 げ られ 、それ と カ ン トの数 学 観 とが 比較 され る

の が本 来 で あ ろ う。 そ して この試 みは非 常 な困 難 を伴 な うこ とが予 想 され.る。

しか し、 この小 論 にお い ては議 論 を局 限 す る こ とがで きる。 とい うの は、 こ こで問 題 に な ってい るの
　 　 　 　 ロ 　 　 　 ロ 　 　 　 　 　

は、カン ト哲学成立のためにカントが提出した数学の性格規定は、カントの学説を前提しない場合でも、

上に挙げたような性格がみとれるものとして提出されているか否かということだからである。

従って、 カントの哲学という前提をとれば数学はどのよう梶 考えられるかとい うことは勿論問題にさ

れる必要はない。超越論的観念論を成立させるための基盤として、数学が主観の能力・にのみ根拠を持ち

しかも現象に普遍必然的に妥当するというこどが主張されていたのである。このことが問題となるので

あり、カント及び彼の擁護者に澄いて、実際の数学についての判断として、このことが十分な根拠をも
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つて 主張 さ れて い るか否 か を検 討 す る必要 が あ るで あろ う。

まず 「緒 言 五 』に 齢 いて カ ン トの行 ってい る こと を見 てい くこ とに しよ う。

「7十5=12」 とい う命題 におい て 「7+5」 は、 この命 題 の主語 概 念 と考 え られ 、 「=12」 がそれ

の述 語 であ る と考 え られ る。 そ して この命題 にお いて 「7と5の 和 」とい う概 念は、 二っ の数 を一つ に

結合す る とい うこ とを示 す だ けで あ って 、 この 一 つ にされ た数 が何 で あ るかは そ こで は全 ぐわか らない

と考 え られ るの で あ る。従 って 「12で あ る 」 とい う述 語 を得 よ うとす る場合 に は 「7十5」 とNう 主

語 概 念 の外 に 出 る こ とが必 要 で あ ると されて い る。

しか し、 この場 合主語 概念 と述語 概 念を綜 合す る ものは 何 で あ ろ うか 。 「緒言 五 」にお け る カン トの

論 述 に詮 いて は 「両 者 〔7と5・ 〕の一 方 に対応 す る直観、 例 えば 五本 の指 もし くは…(中 略)… 五 っの

点 の助 け を借 りる 」(B。15)と い うよ うに述 べ られて い る。 即 ち 、概念 に対応 す る数 を直 観 され る も

の とい う実例 にお いて 提 出 し、そ の 助け を借 りる こ とに:よつて 、概 念 だ けで は綜 合 の可能 で な か つた も

の を綜 合す る ことが可 能 とされ るの で あ る。ま た カ ン トは、幾 何 学 の命題 「直線 は二点 間の 最短 線 で あ

る 」とい う例 を挙 げ てい る 。 この場 合 、 主語 概念 に み られ る 「直 」とい う概 念 は ただ性質 を示す だけ の

もの で あ り、 「最 短 」とい う量 につ い ては何 も語 られ てい ない 。 そ して、 この場 合 も主 語 概念 と述 語概

念 を結 び つけ る もの と して直 観 が要請 され てい るの で あ る。

以上 の 議論 を 一応 承認 す る と して も、 この二 つの 実例 に つい て端的 に指摘 され る ことは、 こ こで用 い

られ て い る醐 が差 し当 た り縢 的 醐 以外 の イ可物 で も加 とい うこ とで あ るill).五本 の 指 や五 つの点

或 いは描 か れた 直線 は 、明ち か に机 や ペ ンと同 じ よ うな 仕方 で外的 に直観 され る表 象 で あ る。従 って、

上述 の論 述 か らす れば、 数学 に知 け る綜 合 は経験 的 綜 合 で ある と考 えざ る を得 な くな るであ ろ う。

しかし、 そ れに も拘 らず カ ン トは何故 数学 的 判断 を純 粋綜 合 に基 づ くア プ リオ リな認識 で ある と規定

した の で あろ うか 。

この 点 に関 して は》 こ一れ ら二 つ の実 例 に先立 つて前 もって カ ン トが注 意 した次 の叙述 を考察 す る必 要

がφ る。

「ま ナ最 初 に次 の こ とが注 意 され なけ れば な らな い。即 ち、本 来的 な数 学 的命 題 は常 に ア プ リオ リな

判 断 で あ って経 験 的 では ない 。 とい うの は 、そ の よ うな命 題 は 、経験 か らは受 け取 られる ことの で きな

い必 然性 を伴 って い るか らで あ る。」(B・14)

実 際上 は経験 的綜 合 と考 えざ る を得 ない実 例 を示 して い る に も拘 らず 、数学 的 判 断 を純粋 綜合 に基 づ

くア プ リオ リな認 識 で あ ると して カ ン トが規定 し得 る唯 一 の論 拠 は、 この叙 述 に集 約 され てNる 。 しか

るに 、命題 の必 然性 がその 命題 の ア プ リオ リ性 を決定 す る もの であ る とい う徴表 の 規定 が 、 こ こで完全

に適用.され てい るこ とは 明 らか で あ る。

しか レ{こ こで翻 って 徴表 の規定 にお け る カン トの議論 の原理 的 難 点が思 い起 こ されねば な ら:ない で

あ ろ う。 そ こにお い て カン トは 、 「経験 」につNて の無 理 由 な断定 に基 づ い て、普 遍必 然性 が ア プ リオ

リの徴 表 で あ る と規定 して いた の であ る 。 この議 論 に先 に吟 味 した よ うな 難点 が指 摘 さ れる以 上 、明 ら

か に経 験 的綜 合 を示 した としか考 え られ ない実 例 に よ っては 、数学 的判 断 の ア プ リオ リ性(上 来解 明.し

た意床 での)を 主 張 す る何 らの根 拠 も示 し得 てい ない よ うに思 われ るので あ る。

2.2マ ル チ芝な 、数学 的論 理学 が、 カ ン トが分析性 の規準 としてい た矛 盾律 や諸 定義 以 上 の証 明手 段

を使 用 してNる と述 べ 、 「カ ン トに と って は、 算術 の綜 合的 性格 は そ の第 一契 機 に澄 いて 、,その公 理論
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的性 格 の うちに基礎 づけ られ てお かれ てい た 。」(S・96"K:lassischeOntalogiederZah1,,

更 に"Imma,nuelK:ant"§2参 照)と 述 べて い る。即 ち公理 は乱 カ ソ トのい う分 析判 断 の原 理 として

の 矛盾律 だけ に よっては 証明 で きない もの として綜 合的 で ある とい うので あ る0そ して この ことに よ っ

て数 理論 理 学 の存 在 は カン トの数 学理解 に背反 しない と主張 し よ うとす る。 そ して算術 の構 成 的性 格 を 、

直観 主義 者(ゾ ラウ アーぐ ハ イテ ィング等)と の連 関 にお い て 「カ ン トに とって は 、矛盾律 とら う制 約

と同時 に 、構成 可能 性 という制 約 も満 た され る もの だ けが数 学的 に存在 す るの で あ る。」(S・97a・a・

o.尚"ImrrnanuelKant"§3参 照)と 述 べ るの で あ る。 ・1』 ・

しか し、 マル チ ンに寿 い て数 学 の ア プ リオ リ性 、特 に我 々が問題 に して きた数 学 の 性格 は 、 どの よ う

に考 え られ るの であ ろ うか。 も しここ で公理 か らめ 演 繹 とい うこ とで数 学 の ア プ リオ リ性 を考 え る とす

れば 、 それ は 、 「緒 言 一・」に関 して我 々が行 な った ア プ リオ リの解 明 、即 ち ヵシ トにお い ては推論 は 問

題 では な くい わば 公理 だ けが ア プ リオ リの判 定 に と って問題 と なる とい う考 え と一 致 しない こ とに なる

で あ ろ う。・す る と公理 の ナ プ リオ リ性が 更 に問題 として残 る こ とに なる であ ろ ケ。そ うす る とマル チ ン

自身 の答 としては 、 「なぜ な らば 、幾 何 学の 判 断 は純 粋 直観 に於 い て構 成 され得 るか らで ある。」(S・

3,。・・、_nu。1K。nt,・)と い うこ と鮒 瞳 るで あ ろ う⑫..し か し、 こ こ齢 う鱗 醐 そ れ 自身

こそ 、 カ ソ トが 自己の 哲学 の論 証 過程 の うちか ら提 出 しなけれ ば な らなか った こ とで あ り∴ 上来 の究 明

(b.2.1の 始 め参照)か らして明 らか な よ うに、「純 粋直 観 を導 入 す る ことに よつて こ こでの カン トの数

学 理解 を説 明 す る こ とは 、論 点先取 で あ る とい わ ねば な らない で あ ろ う。

また・ペ イ トンにお い て も(i"KantsM・tapliy・ics・fE・p・ri・nce"lp:155Ef.)カ ン トの純

粋 直 観 の説 や構 成 とい う考 え を使 うこ とに よっそ 、即 ち カン トの学 説 に依 存 ナ る ことに よ つて、数 学 を

ア プ リオ リな綜 合判 断 と考 え る こ とがで きる とい うこ とは述 べ られて い るに しで も、今 問題 に して い る

数学 の性 格規 定 を、(徴 表 の規定 に依 存 しな くて も)数 学 自体 が持 って いる とは述 べ得 てい ない よ うに

思 う。 ペ イン トは 、数 学判 断 に必要 とされ る直 観が経 験 直観 で な く純 粋 直 観 で なけれ ば な らな い(こ の

二者 択 一 自体 が カン トの学 説 に依 存 して い る)理 由 と して必 当 然的 確実 性 を挙 げ て いる(P・1590P・

cit.)。 しか し、 これを アプ リオ リの徴 表 とす る.ごとに:は上来(b.1)究 明 して きた よ うに疑 問 が残 さ

れ てい るの で あ る。

この よ うに 、 カン トや その擁 護 者達 に澄 いて も数学 が主観 の能 力 に のみ 依存 し、 しか も現 象 に普 遍 必

然的 に妥 当す る学 で あ る とい うこ とを示 す十 分 な論拠 は示 されて い ない と考 え られ るの で あ る。 ㌧

結 語

ヵ ン ト哲学 の 、独 創 的 で あ り、 従 って最 も説 明 を要す る事柄 は 、 カン トが彼 の 提出 した課題 の解 決 と

して超 越 論 的 観 念論 を打 ち立 て た とい うこ とで あ る。即 ち、 最 大 の問題 は 、 コペル ご クズ的転 回 の必 当

然的証 明が 行 なわ れ てい るか否 か とい うて とで あ る:o"

こ こで、 もし超越 論 的観 念論 が単 に歴史 的 な もの に解 消 され て し ま うな らば 、 そ の こ とに よって直 ち

に、超 越 論 的観 念論 は 、・現 代 の我 々が全 面的 に信 頼 し得 る もので あ る こと をやめ て しまわ ざる を得 ない

で あ ろ う。 馳1'『 「

また 、規 約主義 的 な考 えに基 い て 、我 々は どの ような理論 も作 り得 るし、採 用 し得 る とい う ことが強

調さ れ る か もしれ ない。 しか し、各理 論 ご とに、そ の帰結 た る世 界観 、人 間観 は異 な らざ るを得 な いの
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で あ る。 また こ.こでは 単 に科学 の 法則 が問題 にな っ てい るので は な く諸 哲'学が問題 にな ってい る以上 、

哲学 は根 拠 を求 め 自己の 成立基 盤 を明 らか に しなけ れ ば な らない が故 にべ 我hは 上 の 規約 的 な考 えに従

うわ けに はい か ない 。ま た、我 々の 有 限 な生 にお い て 、多数 の理論 を実践 にお いて 一つ一 つ 試 し てい く

わけ には い かな い。従 っ て 、 こ こに:いわ ゆ る理論 的探 求 、学 問論 的反 省 の必 要 性 が要 求 され る よ うにな

る。 「『『パ'・ 、 ・_♂ ・.・1.'91

従 っ て、 この小論 に紳 ては 、超越 論 的齢 論 は、超 歴史 的 齢 の⑬ として現 代 の我h(2と っ て も是

認 で きる もの で あ るか否 か を探求 した の である 。そ して こ れは、論 証過 程 の 吟味 に吾 い て 明 らか にな る

と考 えた ので あるd、

この こ とを念頭 に澄 きな が ら私 は 、前 半 で は カγ トの論述 を 「弁 証論 」か ら逆 に辿 って そ の理 論 的前

提 を究明 し、 カン トにお・い て徴 表規定 が非 常 に重要 な役 割 りを果 た してい ると い うととを解 明 した。 そ

して後 半 に齢 い て は 磁ア プ リオ リの徴表 規定 の問題 性 を論 究 し、 こ1の問題性 が存 した場 合 にぐ超 越論 的

観 念論 成 立の論 拠 とな る と考 え られ る数 学 の規定 をみ て いうた の で あ る。・しか し、 カツ ド自身に お い て

は 、徴 表 に依 存 した証 明 しか行 な つて いな か った の であ る。従 って、学 問 論的 反 省 の.立場 か らい って 、

ヵ ン ト自身が 超齢 的齢 論 へ行 くべ き必 当然 的翻 を行 な って い る とは考 え に くい と 思 うσ で あx(14)

さて 、以 上 の議論 の 中心的 部分 を別の 側 面 か ら見直 してみ ようー。主 観 が認 識 にお いて 何 らか の意味 に

おい て関 って いる とい う一こ とは 冠経験 的 認 識の場 合 に澄 いて も勿論 主張 し得 るであろ う0し か し、 問題

は普遍 必 然性 の根 拠 を特 に主 観 に求 め ねば:ならない とい「う主張 であ るdこ の こ どを 主張ず る ため には 、

普 遍 必然 的な 命題 が経 験 な.しに で も知 られ る 。即 ち主 観 のみ か ら知 られる とい うと どが 必要 であ ろ う。

そ して この こ とは カン トに よつて確 信 ざれ てい る よ うで あ る(vgL:B・26)。 しか し、・この よ うな普 遍

必 然 的 な判断 例 えば 数学 を純 粋 直観 等 に よ つて説明 しよ うとす る循 環 論証 に な って しま う-であ ろ う。従

っ.て、数 学 自体 の実 際的性 格 を我 々に現 わ れ で くる通 りに見 る必要 が あ ったの であ る0と こ ろが カン ト

は、メこの実 際的性 格 をみ る・ため に 、 ア プ リオ リの徴 表 を ま ず求 め よ うとす るの で あ る。 そ しZ、 カ ン ト

自身 こ の3AR8成 功 してい る とは思 えな か つ た ので あ る。

この よ うに カン トく議 論 におい てぱ ζ学 問論 的反 省 とい う立 場 か らは よ り先 に問 われ るべ きものが 、

い わば前 提 されて議 論 が進 め られ てい るの で あ る6例 えば 感覚 規定 て経験 の蓋然 性 、数学 の性格 規定 の

問題 がそ うで ある0こ の点 で は・カン トは問 題 点の発 見 とい う寄 与は-して いて も,～完 全 な癬 決 を提 出 して

は い ない と思 う6し か し、 これ らの 問 題 は現 代 に蛤 いて も未 だ完全 な解決 を得 てい ない 困難 な問題 で も

あ り、学問論 的反省 の 立場 か らは 、更 に将来 に わ たっZ問 わ れ ねば な ら:ない で あ ろ う。勿 論 、 私 自身 の

論 述 に して も、論 じ尽 くして い なN点 も幾 つ か あ り、学 問論的 反 省の立 場 に立 でぱ 竃一思 あ ぬ誤 謬 をお か

じて吟 るこ とが明 らかに な るか もしれな い 。 この こ とに つい ては 諸氏 の批 判 をあ澄 ぎたら と考 えてい る 。

「学 問 が進 歩 す る ため には 、 あ らゆる 困難 を 明 るみ に 出 さね ば な らない。 そ れだ け でな ぐ、 た とえ ど

れ ほ ど秘 か で あ って も学問 の邪魔 を、してい る 困難 を探 し出 して来 な くTは な らな"。 ・とい うの はそ れ ら

の 困難 は何 れ も見 出 され れば{範 囲 に澄い て で あれ規定 性 に齢 いて で あれ 、・必 ず学 問 を成長 ざせ る方策

を呼 び 澄 こ し、従 っiそ の こ とに ょ.って障 害物 です ら学問 を 徹底 さぜ る促進 剤 乏 なる か らで ある 。そ れ

に反 して困難 をわ ざ と隠 蔽 した り、単 に姑 息薬 に よづで 始末 した りす るな らば 、寿 そ かれ早 参れ それ は

不治 の病 を発 せ しめ 、そ のた め学 問 はす っか り懐 疑論 に 陥 って破 滅す る0」〈ci:gritikderprak-

tischenVernunft"Analytik)
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注記;こ の論 文は 「理 想 」の カン トの論 文募 集(1980年5,月 発表)に:お ・い て選 外 佳 作 とな った原 稿 に、

些細 な 字句 及 び表現 め訂 正 を行 った もので あ る。

(1)

(2)

(3)

(注)

vgl.N.Hartma,nn``DiesseitsvonIdealismusundRealismus,,に:捨 け るdas

Uebergeschichtliche及 びAporetik,E.T3usserlのstrengeWissenschft

更 に 、野 田 又 夫 「 カ ン トの 生 涯 と思 想 」(世 界 の 名 著 「 カ ン ト」 、)

「純 粋 理 性 批 判 」は 第 一 版 をA、 第 二 版 をBと して 頁 づ け る 。 尚 、 引 用 箇 所 が 明 示 して あ る場

合 の 傍 点 は 、 全 て 原 著 の ゲ シ ュペ ル トで あ る 。

vgl.G・Martin``Innmanuel:K:ant"§4

ω 勿論 、 カン ト自身は こ うい う言 い方 をしてい な い。cf.Patoncc:OKantsMetaphysics

・fExperience"v・1.lP<80

(5)勿 論 、 こ こに澄 い て超越 論 的 観念論 を前 提す る こ とは 許 されな いが故 に 、例 えば 我 々に見 られ

て い る もの とい うほ どの意 味 を持 つ もの と差 しあた り考 えて よいだ ろ う。

(6)こ の表 現 は、G・Martin"ImmanueX:Kant"ヒ §4に よる。

(7)勿 論 、 この よ うな重 要 な議論 が 、 カ ン トの 断 定 的な主張 にの み依存 す る 「感覚 規定 」とい う論

拠 だけ か ら決 定 されて い る とは考 え に くい であろ う。

⑧ この こ とは、結論 的 には 、:L・w.:Beck"Can:iKantsSyntheticJudgementsbema-

deAnalytic?・,,:Kaht-Studien:Band47(1956)の 所 論 と一 致 す る。

(9)こ こで論 理 的先 行 と普遍 必然 性 を持 つ とい うこ とがい わば 同義 的 な もの と して提 出 されて い る

こ とに疑 念 が持 た れ るか もしれ ない 。 しか し、論 理 的 先行 とNう ことで 「本性 上先 な る もの 」

が求 め られてい る とす れば 、 それは 存在論 的 根拠 とな り、 存在者 を規 定 す る もの とな り、従 っ

て現 象 に対 して も普遍 必 然性 を持 つ ことに もなるで あ ろ:う。 もっと も、 そ れに も拘 らず この根

拠 が主観 に求 め らるべ きか否 か は 、 これだ けで は決定 し得 ない の であ る。 ・

⑩ 勿論 、 この点 に 関 して、 確率 を我 々の知識 との 関連 で考 え る立場 か ら異論 が提 出 され るで あろ

うし、更 に 、分析 的 な らば ア プ リ'オリ、綜 合 的 な らば ア ポス テ リオ リとす る考 え方 か ら異論/Ja

出 され る か もしれ ない 。 しか し、 普遍 必 然性 を持 っ判 断 と、普遍 必然 性 を持 つ か否 かわ か らな

い 判断 は、対 立概念 とは な.らない こ とに注 意 すべ きで ある。

01)即 ち、・常 識的 には これ以外 の 直観 は考 え られ な いの で あ り、 カ ン トは 、この箇 所 では 、 これ以 『

外 の 直観 の あ る ことを証 明 して いない の で ある 。否 、逆 に、数 学 の事実 か ら純 粋 直観 の存在 を

証 明 しよ うとす るので あるo.

⑫ マル チ ンは、 §4「 幾 何学 の ア プ リオ リ性 」にお いて 、空 間の ア プ リオ リ性 につ いて語 って い

るにす ぎない 。 尚、 この こ とにつ い ては、 既 に究 明 した 。(a,.2.1,2.2,4,2)

⑬vgl.N.Hartmsnn"DiesseitsvonIdealismusandRealisms,,.

⑭ 個別 的研 究 を行 な ってい るだけ で あ って超 越論 的観念 論 自体 を研 究 してNONと い う異論 には

(a.4.1,4.2)参 照 。 〔西哲 史 聴 講生 〕
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  His epistemology also can be regarded. as an:,application, of thiss theory of expression. Because 

(according to Leibniz), of all created incividual substances, only our minds (and angels) are.. 
reflective in the ;sense` that they know that they express something. In his epistemology; this 

reflective expression, i.e., the expression to the self is thought. 

  But, for us human beings, to express something is to make a symbolic expression, that is, a 

certain configuration of elemental signs the syntactical structure of which corresponds to that of 

the thing to be expressed.: Therefore, it is quite natural that Leibmz should first inquire the general 

nature of expressions and symobls in order to construct scientific method. This inquiry. led him to 
thinking of "doctorina de expressionibus in universum" or "une espece d'Algebre generale. , He 

called, this doctorine "Ars Combinatoria" or "la Specieuse .generale". From this. results his universal 

characteristic that is the general, method of producing symbolic expressions. In short, Leibniz's 

method was. to. construct in each sphere a .symbolic system that. can express all objects of that 
sphere according to: the producing process, just like numeric symbols express all the natural: 
numbers (we call this quality of system "arithmetic"), and that can express all the reasonings-

through simple operation of symbols, i.e., through calculations (we call. this quality. "algebraic"). 
Up to• his time, only: arithmetic and algebra had such symbolic system and it was the reason why 

they had priviledged certainty over other sciences. But from the standpoint of his universal char-

acteristic, these, two-sciences are .mere applications of a general.-method to number and quantity 

and he tried to apply it outside of mathematics (the most famous example is his symbolic logic 

which was its application to the sphere of concepts). Moreover he thought that his method could 

be applied to every domain that could be the object of reason.

                    Uber das "a priori" in Kants Philosophie 

                                                   von N,orifumi Saito 

  In dieser Abhandlung versuche ich eine kritische Betrachtung uber-den theoretischen,Grund der 
"Kritik der reinen Vernunft" . Um diesen Zweck zu erreichen, gebrauche ich den:Begriff "a priori" 

als Leitfaden. 

  Ich kann in den. D:Darstellungen der "Asthetik" den theoretischen Grund der "Kritik der reinen 

Vernunft" einsehen. 

  In-der "Asthetik"'ist nun das "a priori" zunachst als die logische-Prioritat bestimmt. Aber bier 

ist es noch nicht als Subjektivitat-genugend bestimmt. Die Subjektivitat des "a priori" ist in der 
"Asthetik auf dem -Grund behauptet , daB alle_ Satze der..Mathematik!synthetische Urteile a priori' 

seien. 

  Aber hat seine Beweisfiihrung fur uns Geltung ?
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  In der "Einleitung I der zweiten Ausgabe" ist nun das "a priori" als das, "was unser eigenes Er-

kenntnisvermogen aus sich selbst hergibt" d.h. als Subjektivitat bestimmt. 

  Wir miissen auf diesen Unterschied aufinerken. Denn erst wenn das "a priori" diese beiden 

Bestimmungen hat, rechtfertigt sich Kants transzendentaler Idealismus. 

  Wo ist die Verbindung der beiden Bestimmungen bewiesen ? 

  Meiner Meinung nach versucht Kant diese Verbindung in der "Einleitung II" zu beweisen, wo er 

Notwendigkeit und Allgemeinheit als Merkmale des "a priori" bestimmt. Die.se Beweisfiihrung 

scheint mir der Kern der Beweisfiihrungen des transzendentalen Idealismus. Meine kritische 

Betrachtung richtet sich also darauf. 

  

.Nun, darin behauptet Kant, da13 Erfahrung uns keine Notwendigkeit lehrt. Aber diese Behaupt-

ung ist niemals selbstverstandlich. Es ist denkbar genug, daft such die durch Induktion gewon-

nenen, d.h. empirischen. Urteilen, wenn sie bisher ohne Ausnahme Geltung gehabt haben, wirklich 

die absolute Notwendigkeit haben, obwohl wir uns dessen nicht vergewissern konnen. Theoretisch, 

da13 wir uns dessen nicht vergewissern konnen, ist nicht identisch damit, daf3 das an sich unmoglich 

ist. Die Identifizierung beider hat keinen Grund. 

. Die obige Untersuchung lehrt- uns also, daft Kant dem "a priori" jene beiden Bestimmungen, 
d.h. logische Prioritat und Subjektivitat nicht geben kann. 

  SchliefMich konnen wir (oder wenigstens ich) den theoretischen Grund seines transzendentalen 

Idealismus nicht anerkennen. N

Some Comments on Kant's `Second Analogy' 

                            by Tadashi Mino

  This paper is to give, in a somewhat informal manner, some critical reexaminations on so called 

Kant's reply to Hume: Kant's proof of the general principle of causality, contained in `Second 

Analogy' of the first Critique. 

  First, the exact place that section has in the whole Transcendental Analytic is explicated. In 

my view, the objective validity of the Categories are fully established in the Transcendental De-

duction; after this being done, the Second Analogy (like all the other sections in `the System of all 

the Principles of the pure Understanding') is concerned solely with justifying the theory of the 

Schematism of the Categories, which is to explain how the latter can be applied to phenomena. 

The justification is done by showing that experience (empirical time-determination) is only possible 

by means of some transcendental schema; showing this comes down to confirming that the trans-

cendental schemata as they are formulated by Kant are really the applied Categories derived from 

the forms of judgment.

-78-


